
  

 

電子納税について 

～多様化する納税手段まとめ～ 

 

 2 月に入り、個人の所得税の確定申告シーズンを迎えました。 

令和 6 年分の所得税・贈与税の申告期限は 3/17（月）、個人事業者の消費税の申告期限は 3/31（月）とな

ります。申告によって確定した税額は振替納税の場合を除き、申告期限までに納税することとなります。 

近年では、納付書による税務署・金融機関での納付のほか、コンビニ納付、クレジットカード納付、電子納税

などの納付方法もあります。 

 これらの納税方法の中から、今回は電子納税についてご紹介します。 

 

電子納税①国税のダイレクト納付 

 

 国税（法人税・所得税・消費税など）のダイレクト

納付を行うには、まず口座の登録のため、「ダイレク

ト納付利用届出書」を税務署に提出します。 

届出書の提出からダイレクト納付の利用開始まで

は、書面提出の場合は 1 か月ほど、オンライン提出

の場合は 1 週間ほど要します。 

 

 つぎに、所得税・法人税・消費税などの申告書を

電子申告します（通常、税理士が代理で送信しま

す）。 

 

 電子申告が完了すると、e-tax のメッセージボック

スに「納付区分番号通知」が届きます。 

「納付区分番号通知」を開くと、「ダイレクト納付」を

選択することができますので、今すぐ納付、又は納

付日を指定して納付します。 

 

ダイレクト納付については、申告書の送信時点で、

納税予約をする自動ダイレクトという方法もあります。 

これは、通常税理士が代理で手続きをすることにな

ります。自動ダイレクト納付を選択した場合には、納

付期限の当日に登録した金融機関から引き落とし

されます。 

 

 

電子納税②国税のインターネットバンキング納付 

 

 こちらは、税務署に金融機関の登録をせず、都度、

インターネットバンキングから納付する方法です。 

納税の都度、希望する金融機関から支払うことがで

きますが、pay-easy（ペイジー）が利用可能な金融

機関とのインターネットバンキング契約が必要です。 

 

 まず、所得税・法人税・消費税などの申告書を電

子申告します（通常、税理士が代理で送信します）。 

 

電子申告が完了すると、e-tax のメッセージボック

スに「納付区分番号通知」が届きます。 

 

「納付区分番号通知」には、pay-easy 納付に必

要な「利用者識別番号」、「納付区分」が記載されて

いますので、印刷するかメモをとっておきます。 

 

裏面に続きます～ 
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 つぎに、支払いを希望する金融機関のネットバン

キングから pay-easy を選択し、 

「納付番号」・・・利用者識別番号 

「確認番号」・・・e-tax 利用開始時に設定した番号 

「納付区分」・・・納付区分番号通知に記載 

を入力し、納付します。 

 

 

電子納税③地方税のダイレクト納付、インターネッ

トバンキング納付 

 

 ここからは地方税（法人県民税、法人市民税、法

人事業税など）の電子納税についてです。 

地方税については eLTAX というサイトを利用します。 

 

 eLTAX についてもダイレクト納付とインターネット

バンキングによる納付方法があります。 

 ダイレクト納付を行う場合には、eLTAX にログイン

後、「口座登録」→「依頼書を金融機関に郵送」とい

う手続きをすることによってダイレクト納付が利用可

能になります。 

 

 つぎに、法人県民税、法人市民税などの申告書

を電子申告します（通常、税理士が代理で送信しま

す）。特別徴収による従業員の市県民税について

は必要な情報を手入力することも可能です。 

 そして、納付情報の発行依頼を行います。電子申

告されたデータをもとに納付情報発行依頼を行え

ば、納付金額等の情報の入力が不要となり、比較

的簡単に手続きをすることができます。 

 

納付情報発行依頼の送信が完了すると、「納付

情報依頼の確認・納付」メニューから納付すること

ができますので、希望する方法（ダイレクト納付、イ

ンターネットバンキング）を選択して納付します。 

インターネットバンキングの場合には、「収納機関

番号」、「納付番号」、「確認番号」、「納付区分」をメ

モします。 

そして、支払いを希望する金融機関のネットバン

キングから pay-easy を選択し、収納機関番号」、

「納付番号」、「確認番号」、「納付区分」を入力して

納付します。 

 

 

まとめ 

 

 国税（e-tax）、地方税（eLTAX）ともに、それぞれ

のサイトからの手続きが必要になり、最初は戸惑う

かともあると思います。 

 ただし、金融機関に出向く必要もないため、操作

に慣れてしまえば、時間の節約にもなりますので、

ぜひ電子納税を検討してみてください。 

 

 

 

 

 

赤塚税務会計事務所 

埼玉県吉川市大字吉川１６０５－２ 

TEL ０４８-９72-4803      FAX ０４８-９72-4809 

MAIL akatsuka@a-taxlaw.com  HP https://a-taxlaw.com 

なまずの里 吉川から信頼の税務サービスをお届けします！ 


